
令和８年度導入 OA系端末借入 仕様書 

 

■ 概要 

現在、こども園職員、学校事務職員、会計年度任用職員等が使用する業務端末は、導入から５年以上が経

過しており、経年劣化による不具合の多発や著しい動作遅延が業務遂行の支障となっている。 

ついては、本市が展開する各種情報システムを今後５年間安定して運用するため、業務遂行に必要十分な

性能を有する端末へ更新を行うものである。 

■ 導入方法及び期間 

令和９年２月１日から、令和14年１月31日までの60ヶ月リースとする。 

■ 納品期限 

 令和９年１月29日まで 

■ 使用場所 

伊豆市内（伊豆市役所及び関連施設） 

■ 契約 

構築費用は機器費・構築費・ソフトウェア費・キッティング作業費及び納品にかかる費用等を含む。また、

本契約は長期継続契約とする。 

■ 支払方法 

賃貸借契約に基づき貸付者へ支払うものとする。 賃貸料は賃貸借期間の開始月からとし、総額を60か月

で均等に分割した額を支払う。貸付者は、毎月末終了日以後の適法な請求書をもって賃借料を請求するもの

とする。 

■ 導入物品 

＜ハードウェア＞ 

以下の表に適合したハードウェア構成とすること 

台数 180台 

メーカー 国内メーカー製とする 

タイプ ノート型 

キーボード テンキー付キーボード（JIS配列）とすること 

液晶ディスプレイ 15.6インチ、TFTカラー液晶、HD（1366×768）以上 

CPU Intel社製 Core i5 1334U 相当以上の性能を有すること 

メモリ 8GB以上 

内蔵ストレージ SSD 256GB(PCIe対応）以上とすること 

DVD-ROMドライブ 内蔵すること（ハードウェアとして書込みできない機器であること） 

USBインターフェイス USB-TypeAを2ポート以上（3.2Gen1対応）有すること 

LANポート RJ45（1000BASE-T以上対応）を1ポート以上有すること 

無線LAN Wi-Fi6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n 相当以上の

ユニットを内蔵すること 

Bluetooth Ver.5.3以上に準拠するものを内蔵すること 

外部ディスプレイポート HDMIポートを内蔵すること 

音声出力 イヤホンが使用できること 

Webカメラ 内蔵すること 

マイク 内蔵すること 

電源ユニット AC100Vに接続できる電源ユニットを付属すること 

バッテリー リチウムイオンバッテリーを本体に内蔵すること 

セキュリティスロット セキュリティワイヤーを取り付けるためのスロットを有すること 

 



＜ソフトウェア＞ 

以下の表に適合したソフトウェア構成とすること 

OS Windows 11 Pro 64ビット 

付属させるメディア Windows 11 Pro用リカバリメディア（USBメモリ等）、または本体内

蔵のリカバリ領域からの復旧手順書を添付すること 

Office 市が別途調達するMicrosoft 365ライセンスの範囲内において、ユ

ーザー登録から各サービスのインストールおよびセットアップまで

を一括して行い、あわせて利用場所を制限する設定をすること 

デスクトップレコーダー ScreenToGif（無償） 

RPAツール マクロマン（無償） 

財務会計ソフト 市が調達済みの財務会計システムをインストールすること 

ウイルス対策ソフト 市が調達済みのウイルス対策ソフトをインストールすること 

資産管理ソフト 市が調達済みの資産管理ソフトをインストールすること 

仮想ブラウザソフト 市が調達済みの仮想ブラウザソフトをインストールすること 

暗号化ソフト 市が調達済みの暗号化ソフトをインストールすること 

WWWブラウザ OS標準のMicrosoft Edgeを使用する（バージョンはOSのアップデ

ート適用に準ずる） 

シングルサインオン 対象外 

プリンタドライバ 市の指示の下、インストールすること 

フリーソフト Adobe Acrobat Reader, 7-zip, CubePDF, CubePDF Utility, 

VLC Media Player, PDF-XChange Editor 

※上記以外に必要となるソフトウェアが発生した場合でも、軽微な設

定や数本程度の追加インストールについては、伊豆市が指示するソフ

トウェアを無償でインストールすること。 

※最新版をインストールすること。 

不要アプリケーションのアン

インストール 

初期インストールされている不要なアプリケーション（伊豆市と調

整）は削除すること 

クローニングソフト 本調達でライセンス購入とすること 

ただし、受注者にて所有しているソフトを受注者の責にて使用して

も問題ないものとする 

ライセンス購入の場合の例：Acronis Snap Deploy for PC 

 

＜周辺機器＞ 

以下の表に適合した製品を納品すること 

セキュリティワイヤーセット 180セット 

サンワセキュリティワイヤー SLE-11W-2 と同等の製品で、サンワ南

京錠SLE-2L-1と同様のカギが使用できること 

※管理の都合上、マスターキー仕様（または統一キー仕様）とするこ

と 

 

＜初期設定作業＞ 

OS Microsoft Windows 11 Proをインストールし、伊豆市が指定するバ

ージョンのメジャーアップデートを適用すること 

また、セキュリティ（修正）パッチについては、キッティング作業開

始月の前月末時点で提供されている最新のものを適用すること 



プリンター設定 伊豆市が提供する「プリンター設定一覧表（IPアドレス、機種名、割

り当てPC等が記載されたもの）」に基づき、各端末にプリンタドライ

バのインストール及びTCP/IPポートの設定を行うこと 

ネットワーク設定 伊豆市が提供するIPアドレス一覧表に基づき、各端末の固定IPアド

レス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー等

のネットワーク設定を行うこと 

無線LAN設定 伊豆市指定の無線LANを各端末に設定すること 

※証明書については伊豆市で用意する 

コンピュータ名設定及びドメ

インへの参加 

伊豆市が指定する規則に基づき、各端末のコンピュータ名（ホスト名）

を設定し、Active Directoryドメインへの参加を行うこと 

ユーザ ローカル管理者の「izuadmin」（パスワードは伊豆市指定）を残し、

他のユーザは削除または無効にすること 

マスター作成・展開 クローニングソフト等を使用してマスターイメージを作成し、各端末

へ展開（複製）すること 

また、マスターイメージデータを利用したPCへの復元手順書を納品

すること 

 

＜保守・その他＞ 

ハードウェア保守 5年間のハードウェア保証を含めること 

修理時の窓口 有償修理依頼時の窓口を明示すること 

その他 耐久性、信頼性において、業務用として耐えうるものとし、できる限

り環境に配慮した製品（消費電力が低い等）であること 

リース期間終了後の物品の所

有権 

リース期間満了後は、伊豆市の指示に従い、機器の返却または再リー

ス等の手続きを行うこと 

リース返却時のデータ消去 リース期間満了等により機器を返却する際は、受注者の責任と費用負

担において、内蔵ストレージ（SSD等）のデータ復元が不可能な状態

（米国国立標準技術研究所(NIST)方式等の専用ソフトウェアによる

消去、または物理破壊・磁気破壊）にすること 

また、作業完了後は速やかに、対象機器のシリアル番号等を記載した

「データ消去証明書」を伊豆市へ提出すること 

コンピュータ名シール貼付 コンピュータ名のシールを作成し端末に貼付すること 

納品場所 伊豆市修善寺307 NTTビル 

（指定場所への一括納品とする。各デスク等への設置・配線作業は伊

豆市が行うため、本件業務には含まない） 

納品物 ・本体及び付属品（保証書及び取扱説明書等の添付品含む） 

・作業完了報告書 

・キッティング手順書 

・作業チェックシート（OS、ドライバ、ネットワーク、主要ソフト等

の動作確認を全180台に対して実施し、結果を報告すること） 

・作業証跡 

※不要なゴミ等は納品者が持ち帰ること 

守秘義務 ・受注者は、個人情報の保護に関する法律、関連法令、各種ガイドラ

イン、指針等、伊豆市契約事務規則、及び伊豆市情報セキュリティポ

リシーの規定を遵守すること 

・各種情報は各条例等に基づき、適正に管理し、取り扱うこと 

・受注者は、本市から秘密と指定された事項及びこの契約に関して知

り得た本市の秘密を第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただ



し、当該秘密が次に掲げる情報に該当する場合は、この限りでない。

①業務契約に違反することなく、開示の時点で既に公知となった情報

②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報③相

手方からの情報によらず、独自に開発された情報  

・受注者は、自己の業務従事者その他関係人についての義務を遵守さ

せるために必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開

示する場合は、事前に本市の承諾を得た上で速やかに再提出すること 

仕様書の疑義 本仕様書の内容について、不明確な点、不足している事項等疑義が生

じた場合には、伊豆市担当者と協議の上、明確化するものとし、受託

者の一方的な解釈によってはならない 

 


